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査定期間業
務
量

工
事

発
注

詳細な
測量・調査・設計・積算

発災からの期間

査定期限を超過①査定の効率化（設計図書の簡素化）を活用しない場合のイメージ

災害査定の更なる効率化・簡素化
〇災害査定では、採択基準との適合性、復旧工法・申請額の妥当性等について審査を行うため、多
岐にわたる書類準備が必要で、災害件数が多い場合は、資料作成の業務量が大きなものとなる。

〇大規模災害時には、業務負担軽減のため、設計図書の一部簡素化や机上査定限度額の引き上げな
ど、査定の効率化の取組を実施しているところであるが、設計図書の簡素化は、査定の早期実施
には寄与しているものの、工事発注までのトータルの業務量は増加。

外部委託による詳細な
測量・調査・設計・積算

外部委託による簡易な
測量・調査・設計・積算
例）平面図⇒航空写真等
横断図⇒標準断面のみ

査定期間 工
事

発
注

詳細設
計協議

②現在の査定の効率化（設計図書の簡素化）のイメージ

業
務
量

1

⇒ 一度の測量・設計・積算で、査定後速やかに工事発注が可能であるが、査定期限は超過

⇒ 査定は早くなるものの、査定前・査定後で二度測量・設計・積算を行うため、業務量は増大し、工事発注に遅れ

業務負担軽減効果
が想定よりもわずか



〇発災から工事発注までのトータルの業務量を削減するよう、
査定までの業務量をさらに軽減させ、査定時点では採択要件に合致していることや復旧工法の
確認のみの、より簡素な査定の仕組みを検討。
査定まで及び工事発注までのボトルネックとなっている測量・地質調査・設計等の委託業者の限
られたマンパワーを、最大限、査定後に集約させる。

発災からの期間

写真等職員直営でも準備
可能な資料、総合単価

業
務
量

外部委託による詳細な
測量・調査・設計・積算

詳細設
計協議

2

災害査定の更なる効率化・簡素化

②現在の査定の効率化（設計図書の簡素化）のイメージ

※橋梁、地すべり等の詳細な設計が必要な復旧工事以外

査定期間
工
事

発
注

2度手間

の解消、
工事発注
の早期化

外部委託による詳細な
測量・調査・設計・積算

外部委託による簡易な
測量・調査・設計・積算
例）平面図⇒航空写真等
横断図⇒標準断面のみ

査定期間 工
事

発
注

詳細設
計協議

業
務
量

業務量減少、
査定期間前倒し

③更なる査定の効率化・簡素化のイメージ

トータルで従来の査定における審査の質を確保



3

災害査定の更なる効率化・簡素化のイメージ
①：平面図、縦断図 ②：横断図

通常時

現在の
簡素化

更なる
簡素化

現地測量し、平面図、縦断図を作成 変化点や20mごとに現地の横断を測量し作成

平面図のみ航空写真等で代用が可能（平面測量が不要） 代表の横断図１断面で作成

縦断図など、測量器機による現地測量が不要 写真データに法長等を記載し明示



〇スマートフォン端末の画像計測技術の進展により、スマートフォンを用いて被災箇所の点群データの取得
や簡易な写真測量が可能となっているため、横断面の簡易計測や簡易図面の作成は可能。

被害状況調査に併せて行う簡易な写真測量のイメージ

①スマホアプリで
歩きながら画像取得

③横断面の
計測

スマートフォンを用いた簡易な写真測量の例

②データ連携

3Dデータ化前
（写真）

3Dデータ化後
（イメージ）
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〇総合単価は、査定設計積算時間を短縮することにより、災害査定までの事務の効率化を図り、早
期の災害復旧に寄与することが目的。

〇当該年度の単価及び歩掛で国土交通大臣の同意を得たものを用いて、使用頻度の高い工種につい
て、直接工事費を算出した単位当たり（m, m2等）の単価を定めたもの（令和２年度は195工種）

【参考】総合単価による査定設計書の作成

総合単価 一覧表の例
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【参考】総合単価による査定設計書の作成

総合単価 内訳表の例 総合単価 標準工法図の例
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【参考】総合単価による査定設計書の作成

総合単価 積算例
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〇災害復旧事業（水管理・国土保全局所管）の対象工種は、河川、海岸、砂防設備、地すべり防止施設、
急傾斜地崩壊防止施設、道路、橋梁、下水道であり、そのうち市町村における災害復旧事業の対象工
種は、河川と道路が全箇所の9割以上を占める。

【参考】市町村が実施する災害復旧工事について

8

市町村における各年の災害復旧事業の箇所数と対象工種の内訳
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市町村が行う河川工事のイメージ



【参考】農地・農業用施設における査定の簡素化の取組について（農林水産省）

〇広島県では、平成30 年梅雨前線豪雨等（平成30 年７月豪雨を含む）により、農地・農業用施設の被災箇
所が、16,000 箇所を越え、甚大な被害が発生したことから、災害復旧事業の速やかな処理を図るため、
当該災害に適用される「大規模災害時における農林水産業施設及び公共土木施設災害復旧事業査定
方針」第７（概要書又は設計書に添付する図面等）⑵における代表断面図の取扱いについて検討を行い
被災状況を航空写真等で確認し、あらかじめ作成した工種別の標準図と数量から事業費を算出して査
定設計書を作成する措置が講じられた。

〇上記措置の適用により、広島県における約2,500箇所の査定設計書作成及び災害査定が迅速に行われ、
１月末に査定が終了した。

平成30年梅雨前線豪雨等（平成30年７月豪雨を含む）の災害による広島県の災害復旧事業計画概要書等作成における代表断面図の取扱いについて
（H30.11.19付け災害対策室長事務連絡）

【主な内容】
○代表断面図の取扱い（広島県）

⑴ 適用工種及び適用条件
適用工種については、農地（水田、畑）及び農業用施設（農業用道路、水路台・水路護岸、用水路）とし、適用条件を工種毎に設定。
① 農地（水田）：フトン篭工は田差10m以下、ブロック積工は田差6m以下の場合
② 農地（畑）：フトン篭工は高低差5m以下、ブロック積工は高低差6m以下の場合
③ 農業用道路：ブロック積工は高低差6m以下の場合
④ 水路台・水路護岸：ブロック積工は高低差6m以下の場合
⑤ 用水路：土砂等の埋塞により現況が確認できない場合

⑵ 申請工法
農地の申請工法については、区画整理済みの箇所はフトン篭工、区画整理未済みの箇所はブロック積工とする。

⑶ 航空写真等の活用による田差（高低差）、被災延長及び排土量の算定
① 田差（高低差）の算定：国土地理院地図（電子国土Web）を活用し、被災箇所の高低差を読み取り、その差をもって、田差（高低差）とする
② 被災延長：被災後の航空写真から被災延長を判読することを可能とする。
③ 排土量の算定：被災後の航空写真から必要に応じて崩土範囲を算定し、最小厚さ（５ｃｍ）を計上。排土量＝崩土面積（m2）×厚さ0.05（m）

⑷ 代表断面図の選定
⑶①で求めた田差（高低差）に基づき、標準図から代表断面図を選定。なお、事業主体は被災状況が⑴に該当していることを査定時に説明すること。

⑸ 条件付き査定
「実施設計については、調査検討を行い、数量計算や積算を精査し、工事発注前に必要に応じて計画変更（重要変更）により承認を得るものとする。」

資料：農林水産省提供 9



【参考】農地・農業用施設における査定の簡素化の取組について（農林水産省）

田差（高低差）
を確認

国土地理院地図（電子国土Web）から平面図を作成。
被災箇所の高低差を読み取り、その差をもって、田差（高低差）としている。

資料：農林水産省提供10



【参考】農地・農業用施設における査定の簡素化の取組について（農林水産省）

標準図

例）田差が1.8ｍ の場合

資料：農林水産省提供11


